
平成１５年から始まった現行の証券税制における「株の税金」のスケジュール 
平成２０年度税制改正 

(１)上場株式等に係る軽減税率の廃止 

 上場株式の譲渡所得等及び配当所得

に係る軽減税率は 

 

 

 

(２)損益通算の特例の創設 

 個人投資家の株式投資のリスクを 

 軽減するため、上場株式等の譲渡損

失と配当との間の損益通算を可能と 

 する仕組みが創設されます。 

 

 

 

 

 

 

※上場株式等の申告分離課税制度が 

 創設されます（総合課税との選択 

 適用）。 

 

 

平成２１年分以後の所得税及び 

平成２２年度分以後の住民税について 

適用されます。 

適用時期 

平成１５年 

 

平成１９年

 

平成２０年 平成２１年 平成２２年

 

特例措置 

 

軽減税率（１０％） 

 

 

紙の株券の廃止 

 

 

 

軽減税率 

(１０％) 

 

 

軽減税率 

(１０％) 

 

平成１３年１１月３０日から 

平成１４年末までに購入した 

株式を平成１９年末までに 

売却した場合 

 

 

平成２１年５月まで 

 

 

特例措置 

 

軽減税率（１０％） 

年間 500 万円以下

年間 100 万円以下

損益

通算

上場株式等

に係る 

配当所得 

上場株式等

の 

譲渡損失 

一定の特例措置を講じたうえ、

平成２０年末をもって廃止 

本則課税（２０％）

本則課税（２０％）

損益通算 

16～18 年

 

 

平成２２年末の売却まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上場株の 

譲渡益 

 

 

 

 

 

 

上場株の 

配当 

（大口株主 

 は除く） 

 

 

 

 

 

購入額 

１０００万円 

まで非課税 

 

 

 

 

 

タンス株の 

特定口座への 

預け入れ 

 

 

 

 

 

一般口座で 

取得費を 

みなし価格に 

できる 

 


